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収集業務に支障が生じないように、ルールを守って

排出されますようお願いします。

〇決められた収集日の下記時間帯に出してください

（※早出し・後出し厳禁）

➡ 鏡地域：午前６時３０分～午前８時

（後出しごみは収集いたしません）

〇缶類やビン類のほか、液体の入った容器は、

絶対に入れないでください

➡ 缶・ビンなど、燃えないゴミが混入していた場合、

収集いたしません

〇野菜くずなどは、十分水切りして出してください

➡ １０ｋｇ以内（大袋）

〇指定袋からはみ出さないよう、大きいものは長さ３０ｃｍ以下に切って入れてください

〇収集車等の破損につながりますので、大きさや長さの基準を守ってください

〇資源に分けられるものは、分別して資源の日に出してください

ごみの分別アプリ「さんあーる(八代市版)」を活用ください

八代市 さんあーる

ご家庭のごみや資源物についての情報が簡単でわかりやすいように、スマートフォンやタブレット端末向けのごみ・資源

分別アプリ「さんあーる」が配信されていますのでご活用ください。

アプリの入手方法等については、八代市ホームページからご確認ください。

【主な機能】

■「分別検索」機能→ごみ・資源物の品名から分別方法をおしえてくれます。

■「収集カレンダー」機能→「燃えるごみ」「資源の日」の収集日をカレンダー表示で確認できます。

※本アプリのダウンロードやご利用にはデータ通信料がかかり、利用者の負担になります。

問合せ 市民環境課 ☎５２－１１１６

鏡支所管内の人の動き（６月末現在）

【世帯数】

【人口数】
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人
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令和３年度 人権おもいやりミニ講座（第１回）

任期満了に伴う市長選挙及び市議会議員一般選挙（定

数２８人）は、８月２２日（日）に告示、８月２９日

（日）に投票・開票が行われます。

期日前投票所について、鏡支所１階第１会議室では８月２

３日（月）から８月２８日（土）まで開設され、時間は午前８時３

０分から午後８時までとなります。

問合せ 選挙管理委員会事務局 ☎３０－１６６３

FAX：３０－１６６４

メール：

senkan@city.yatsushiro.lg.jp

八代市長選挙及び八代市議会議員一般選挙

●日時 令和３年８月１０日（火）１８：００～

●会場 市役所仮設庁舎２１号会議室（東棟２階）

●演題 「女性の人権」について

～コロナ禍の中で考える女性と人権～

●講師 日本心理学会認定心理士・日本心理学会会員

西村 洋子 氏

受講料は無料ですが、事前申し込みが必要です。グループ

での申し込みの際は、代表者の連絡先と人数をお知らせくだ

さい。

申込・問合せ 八代市人権政策課（人権啓発センター）

☎３０－１７１１ FAX ４６－１９５０

感染予防のためマスク着用をお願いします。

〇選挙公報

選挙公報は８月２５日（水）以降に新聞折込また

はタウンメールで各世帯へ配布します。地域に

よって配送方法が異なります。

旧八代市・鏡校区

新聞折込

旧町村部（鏡除く）

タウンメール

市役所仮設庁舎や各支所、各コミュニティセン

ターなどで受け取ることもできます。また、市の

ホームページにも掲載されます。新聞折込地域の

方で郵送を希望される方には自宅へ郵送しますの

で、事前に選挙管理委員会事務局までFAX、電話ま

たは電子メールにてご連絡下さい（送料無料）。

〇投票案内ハガキ

投票ができる人には、個人ごとに「投票案内ハガ

キ」を郵送します。ハガキに記載された投票所・

投票時間をご確認の上、投票に行きましょう。

※同世帯であっても配達日時が異なる場合があり

ます。

※ハガキを紛失されても、投票所で本人確認がで

きれば投票できます。

【八代市の選挙人名簿に登録されている人が投票

できます】

①日本国民で、平成１５年８月３０日以前に生ま

れていること。

②本市に令和３年５月２１日以前に住民票の登録

をし、引き続き３カ月以上居住していること。令

和３年５月２２日以降に転入届をされた人は、八

代市の選挙人名簿には登録されません。

③令和３年８月１３日までに市内の転居届のあっ

た人は、新しい住所地の投票所で投票できます。

その後に転居届を行う人は以前の投票所で投票す

ることになります。

※市外へ転出した人は投票できません。

詳しくは選挙管理委員会へお尋ねください。

〇投票方法

市長選挙は投票用紙に印刷された候補者氏名にス

タンプで○印をつけて投票箱に入れてください

（記号式投票）。市議会議員一般選挙は投票用紙

に候補者１人の氏名を書いて投票箱に入れて下さ

い（自書式投票）。期日前投票・不在者投票では

いずれの選挙も自書式投票となります。

〇特例郵便等投票制度（新型コロナ関係）

新型コロナウイルス感染症の患者または入国後の

待機者を対象に「特例郵便等投票制度」が創設さ

れました。詳しくは選挙管理委員会事務局までお

尋ねください。


